




回覧

地域づくりを行っている各地区・団体から、実践している取り組みや、
活動のポイントなどを発表してもらいます。
また、まちの未来にとって必要なアクションは何なのか、みんなで考え
ます。

仲間と何かしたいと考えている方。
自分の地域にある課題のために行動したい方。
ここから一歩を踏み出しましょう！

◎申し込み・問い合わせ先
飯南町まちづくり推進課
電話：0854-76-2864 mail:machidukuri@iinan.jp
申込フォーム：https://forms.gle/1f1jTf3o2SfMdmis9

【発表団体】
❖わっしょい！志々会
ＵＩターン者や若者を巻き込んだ地域づくり、
自主防災組織の活動など

❖来島ビジョン推進会議
組織改編、地域ビジョンづくりなど

❖国道54号活性化アクションプラン推進協議会
地域を超えた、住民による地域づくり

【講評】
島根大学教育学部 教授 作野広和 氏
（飯南町地域づくりアドバイザー）

申込フォーム
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令和６年７月１９日 

 

町民の皆様へ 

飯南町長 塚原 隆昭 

（ 住 民 課 ） 

 

たかばし生活改善センターの備品売却について 

 

 平素より、飯南町行政に格別のご高配を賜り、ありがとうございます。 

さて、たかばし生活改善センターにつきましては、６月末日をもって施設の利用

を終了し、今後取壊しの予定としているところですが、センター内の備品類（長机・

食器類等）売却について、下記のとおり予定しておりますので、ご案内いたします。 

 

記 

 

１．売却対象とするもの 

長机、食器類、黒板等 

  ＊記念品、受賞に関するもの、町政の記録に関するもの等は対象外 

 

２．売却単価 

  売却品の種類により、100円～1,０00円の単価 

 （用途、大きさにより値札を貼付） 

  

 

３．売却に参加できる方（買受人） 

・飯南町の住民の方 

・即日現金で納付できる方 

・売却当日に自力で持ち帰りが可能な方 

 

４．注意事項 

・飯南町は、売却品に関して瑕疵担保責任を負いません。 

・売却品の代金を納付した時点で、所有権は買受人に移転します。 

・売却品は代金を納付した時点の現況で引き渡しますので、修理・梱包等はしま

せん。 

・売却品の代金納付後は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 
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５．売却の場所・日程等 

内容 月日 時間 場所

内覧会

（下見会）

売却日 令和6年8月25日（日） 9時～12時 たかばし生活改善センター

令和６年8月11日（日） 9時～12時 たかばし生活改善センター

 

・内覧会、売却日に注意点を記したチラシを配布します。 

・売却当日は、先着順に整理券を配布します。同じ売却品を複数の方が希望された

場合は、先着順に売却します。 

 

問合せ先 

飯南町役場 住民課 

℡０８５４－７６－２２１３ 



覧ロ

令和 6年 7月 19日

飯南町内の皆様ヘ

雲南地区交通安全協会飯南支部

支部長 不日田 幹雄

(公印省略)

賛助会費(車両会費)納入のご協力について(お願い)

平素は雲南地区交通安全協会並びに飯南支部の活動につきまして、ご支援ご協力を賜り厚く御礼

を申しあげます。

さて、当地区協会。当支部におきましては、交通道徳の普及高揚と交通安全の実現に寄与すること

を目的に、関係機関。団体、地域の皆様とご協力のもと、

O児 童、生徒、高齢者等への交通安全用品の購入配布

○ 児童、生徒、高齢者等への自転車教室開催時のルールテキスト等の購入配布

○ 園児、児童、生徒、高齢者等の交通安全教室開催諸費

○ 交通教室開催時、貸出し用の視聴覚資材、ビデオ、DVDの定期購入

O交 通教室使用の交通信号機、携帯用信号機、歩行者灯器の購入費

○ 春、秋等各種運動時における配布用交通安全用品、新聞広告、チラシ作成費

○ 交通事故多発、交通死亡事故防止のための横断幕、懸垂幕、桃太郎旗の購入掲出

○ 県民大会、子ども自転車、高齢者の主張、高齢自転車等各大会の参加諸経費

○ 各支部への交通安全、交通事故防止活動に対する助成金

○ 反射タスキ、タックルパンド等夜光反射材の購入配布

などの諸施策を推進しながら、雲南地区から1件でも、1人でも悲惨な交通事故を防止するため、各

種の交通安全運動。交通事故防止活動に努めております。

つきましては、誠に勝手なお願いではありますが、自動車を保有する皆様から下記の「賛助会費

(車両会費)」 をご納入いただき、地域の交通安全・交通事故防止活動費用に充当させていただきた

いと考えております。

ご納入については、強制ではなくあくまでも任意ですが、どうか当地区協会・当支部の活動にご賛

同いただき、委員等がお願い又は訪問した際には、何卒ご協力いただきますよう宜しくお願い申し

あげます。

(車両会費についての詳細は、裏面に記載しています。)



令和 6年度交通安全協会車両会費の徴収について

1.車両会費の概要

○金額

・大型自動車・… 1台につき年額 900円
。普通自動車・… 1台につき年額 600円
。軽自動車・…… 1台につき年額 400円

車両区分
。大型自動車

総重量8トン以上(積載重量5トン以上)若しくはH人乗り以上

・普通自動車

総重量8トン未満(積載重量5トン未満)かつ10人乗り以下

・軽自動車につきましては、バイク等二輪車・三輪車、トラクター等農耕車は対象ではありま

せん。

※あくまでも車両会資の徴収における区分です。実際の大型車区分とは一致しませんので

ご注意ください。

2.車両会費の徴収について

・各地区の交通安全委員が徴収します。

・上記車両区分に基づき車両台数をお申し出いただき、会費を納入いただきますようお願いし

ます。

・領収証は交通安全委員から世帯ごとに発行します。

3.その他

交通安全協会の会費は、運転免許更新時に、年額600円 を有効期間に乗じた額を納めて

いただく「普通会費」と、今回納入をお願いする「車両会費」があります。

「普通会費」の20%(ただし、島根県交通安全協会及び他地区交通安全協会において、加入

の手続きをした普通会費については、会費総額から20%を差引いた会費総額の20%)及び、

「車両会費」の55%が各支部へ助成金として交付されます。

この助成金が交通安全啓発活動や交通安全施設整備など、交通安全協会各支部の事業の

主な財源となっています。

当支部の交通安全施策推進のためにも、皆様の積極的なご納入をよろしくお願いします。

※問合せ先 :雲南地区交通安全協会 飯南支部事務局

飯南町役場 住民課 交通安全担当(76-2213)



令和６年７月１９日 

 

自 治 区 長 様 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ 産 業 振 興 課 ） 

 

飯南ヒルクライム２０２４の開催について 

 

 平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 「飯南ヒルクライム」（自転車イベント）について、谷地区をメインコースとして、20２４年も

昨年に続き開催されます。 

 つきましては、この開催内容ならびに通行規制について、貴自治区内に周知していただき

ますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．開催日   令和６年８月１８日（日） 7：00～12：30 （受付、開会式、スタート、表彰式） 

          ※前日８月１７日（土） 13：00～1７：00／参加者試走（通行規制なし）  

 

２．主催者   NPO法人サイクリストビュー（松江市）  協賛：飯南町、飯南町観光協会 

 

３．メイン会場 飯南町役場職員駐車場 

 

４．コース    県道邑南飯南線ならびに町道赤名井戸谷線     ※裏面位置図参照 

           スタート：美郷町内県道邑南飯南線  ゴール：飯南町上赤名向谷 

         

５．通行規制について 

①通行規制する日時 令和６年８月１８日（日） ９：00～１０：３０ 

                            （選手通過後、順次解除します） 

②通行規制する箇所（裏面参照） 

【県道邑南飯南線】 

美郷町内国道３７５号線と県道邑南飯南線交差点付近から町道赤名井戸谷線交差点 

【町道赤名井戸谷線】 

県道邑南飯南線交差点から向谷森口様宅付近 

③通行規制の方法 車両通行止め（緊急車両は除く。） 

                

 

【お問い合わせ】 産業振興課（観光担当）７６－2214 

回覧 




